
農林水産委員会会議記録

農林水産委員長 鴛海 豊

１ 日 時

令和３年３月４日（木） 午前１０時３８分から

午後 ２時５２分まで

２ 場 所

第３委員会室

３ 出席した委員の氏名

鴛海豊、太田正美、井上伸史、二ノ宮健治、守永信幸、小嶋秀行、吉村哲彦

４ 欠席した委員の氏名

な し

５ 出席した委員外議員の氏名

森誠一、井上明夫、三浦正臣、麻生栄作、藤田正道、堤栄三、小川克己

６ 出席した執行部関係者の職・氏名

農林水産部長 大友進一 ほか関係者

７ 出席した参考人の職・氏名

九州農政局大分県拠点 地方参事官（大分県担当） 前畑博幸

８ 会議に付した事件の件名

別紙次第のとおり

９ 会議の概要及び結果

（１）第３１号議案、第３８号議案のうち本委員会関係部分、第４４号議案から第４６号議案

まで及び第５１号議案については、可決すべきものといずれも全会一致をもって決定した

（２）大分海区漁業調整委員会委員候補者の評価結果について、農林水産部関係組織改正の概

要について、令和２年７月豪雨災害復旧・復興推進計画の進捗状況について、執行部から

報告を受けた。

（３）「見たい！知りたい！九州農業２０２０」（九州農業白書）等について、参考人から意

見聴取を行った。

１０ その他必要な事項

な し

１１ 担当書記

議事課委員会班 副主幹 白岩賢一

政策調査課調査広報班 主任 佐藤千種



農林水産委員会次第

日時：令和３年３月４日（木）本会議終了後

場所：第３委員会室

１ 開 会

２ 農林水産部関係

（１）付託案件の審査

第 ３８号議案 令和２年度大分県一般会計補正予算（第９号）

（本委員会関係部分）

第 ４４号議案 令和２年度大分県林業・木材産業改善資金特別会計補正予算

（第１号）

第 ４５号議案 令和２年度大分県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）

第 ４６号議案 令和２年度大分県県営林事業特別会計補正予算（第１号）

第 ５１号議案 令和２年度における農林水産関係事業に要する経費の市町村負担につ

いて

第 ３１号議案 工事請負契約の変更について

（２）諸般の報告

①大分海区漁業調整委員会委員候補者の評価結果について

②農林水産部関係組織改正の概要について

③令和２年７月豪雨災害復旧・復興推進計画の進捗状況について

（３）その他

３ 協議事項

（１）その他

（休 憩）

４ 参考人からの意見聴取 １３：３０～１４：５０

（１）「見たい！知りたい！九州農業２０２０」（九州農業白書）、新型コロナウイルス及び

７月豪雨の影響、対策について

参考人 九州農政局大分県拠点

地方参事官（大分県担当） 前畑 博幸氏

５ 閉 会
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別 紙

会議の概要及び結果

鴛海委員長 ただいまから、農林水産委員会を

開きます。

本日審査いただく案件は、今回付託を受けた

議案６件です。

この際、案件全部を一括議題とし、これより

審査に入ります。

まず、第３８号議案令和２年度大分県一般会

計補正予算（第９号）のうち、本委員会関係部

分について、執行部の説明を求めます。

宇都宮農林水産企画課長 お手元の農林水産委

員会資料の１ページをお開きください。

第３８号議案令和２年度大分県一般会計補正

予算（第９号）のうち、農林水産部関係分につ

いて御説明します。

まず（１）補正予算案を御覧ください。表の

（Ａ）列の上から３行目にある１４億１，０３

３万５千円の減額補正となっています。これは、

本年度の事業執行において生じた所要額の減に

よるものです。今回の補正では、その下の括弧

書きにあるとおり、国の第３次補正予算で措置

された成長産業化関連の予算や国土強靱化関連

の予算などを計１０４億２，６７４万９千円計

上しています。

（２）の公共事業費を御覧ください。公共事

業費は一番下の欄にあるとおり、３７億３，０

５１万２千円の増となっています。これは、国

の第３次補正予算関連の事業を積極的に受け入

れたことによるものです。

２ページを御覧ください。

補正予算案のうち、国の第３次補正予算に関

連する主な事業について御説明します。

まず、社会経済再活性化対策として、１番の

農林水産業成長産業化関連公共事業２３億８，

７３１万８千円です。これは農林水産業の体質

強化を図るため、畑地化に向けた圃場の基盤整

備等を実施するとともに、再造林による森林の

整備、漁港の機能増進などを支援するものです。

次に、２番、活力あふれる園芸産地整備事業

３億９，５４０万５千円です。これは、戦略品

目等の産出額のさらなる向上を図るため、新規

就農者による園芸品目の栽培施設の整備等に要

する経費に対し助成するものです。

次に、３番、酪農基盤対策事業１億円です。

これは、酪農家の収益力向上を図るため、畜産

クラスター計画に基づき、牛舎等の整備に対し

助成するものです。

次に、４番、林業成長産業化総合対策関連事

業９億２，７４８万６千円です。これは、人工

林の伐期到来による素材生産量の増加に対応し

た林業・木材産業の構造改革を推進するため、

路網整備や製材業者による木材加工施設の整備

等を支援するものです。

次に、５番、農林水産物輸出需要開拓事業３，

５００万円です。これは、畜産物の輸出を促進

するため、食肉処理施設や輸出事業者等で組織

するコンソーシアムが取り組む香港等への販売

促進活動や、海外輸出で求められる動物福祉へ

の対応等に要する経費を支援するものです。

次に、災害に強い強靱な県土づくりとして、

６番、災害に強い強靱な県土づくり関連公共事

業（農林水産部）６２億８，６０２万９千円で

す。これは、災害に強い強靱な県土づくりを加

速させるため、国土強靱化５か年加速化対策事

業を活用し、ため池の改修や治山ダムの設置な

どに集中的に取り組むものです。

次に、３ページをお開きください。

（４）の繰越明許費補正について説明します。

これは、今回の国の補正予算に関する事業や、

地元交渉、工法協議等に不測の日数を要したた

め、年度内の完成が困難な事業について、次年

度への繰越限度額を設定するものです。

今回の補正で繰越明許費を追加するものとし

て、第６款農林水産業費の５０億８，２７７万

５千円、第１１款災害復旧費の１億９，６５７

万５千円の計５２億７，９３５万円を設定した

いと考えています。
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また、その下の表の変更分は、事業の進捗状

況や国の補正予算の受入れに伴い、繰越限度額

の変更を行うものです。補正額は１５４億１，

１００万６千円です。

次に、（５）にお示ししている債務負担行為

補正のうち、主なものとして、追加分２事業に

ついて説明します。

１番の予防治山事業、２番の水産生産基盤整

備事業ともに、適正工期の確保と工事の平準化

を図るため、国庫債務負担行為により国から箇

所付けされたものについて、合計１億４千万円

の債務負担行為を設定するものです。これらは、

令和３年度予算の事業ですが、今回の債務負担

行為の設定により、令和２年度中の工事契約が

可能となり、年度末、年度当初に切れ目のない

事業執行が可能となります。

以上で、一般会計補正予算案についての説明

を終わります。

鴛海委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。どなたかあります

か。

小嶋委員 １点だけ教えてください。

補正予算で１、２、３、４、５あり、３番目

が新規の予算ということになっていますが、そ

れ以外の既決の予算――新規じゃないという意

味から既決の予算があると思うんですが、どれ

くらいの金額があるかを資料に書いておいてい

ただけると、さらに参考になるかと思います。

また後でいいんですけど、ちょっと教えていた

だきたい。自分で調べれば、分かるとは思うん

ですけど、ちょっとややこしいと思うので、教

えていただければと思います。

宇都宮農林水産企画課長 申し訳ありません。

１番、あるいは４番というのは、ちょっといろ

んな事業を合算した形になっているので、大変

申し訳ありません。少し時間をいただいて、ま

た御報告させていただくということでよろしい

でしょうか。（「皆さんにお願いします」「は

い」と言う者あり）

鴛海委員長 後で皆さんに配付してください。

ほかにありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

鴛海委員長 別に御質疑等もないので、これよ

り採決します。

本案のうち、本委員会関係部分については、

原案のとおり可決すべきものと決することに、

御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

鴛海委員長 御異議がないので、本案のうち、

本委員会関係部分については、原案のとおり可

決すべきものと決定しました。

次に、特別会計補正予算に係る三つの議案を

まとめて審査します。

第４４号議案から第４６号議案までを一括し

て、執行部の説明を求めます。

宇都宮農林水産企画課長 資料の４ページをお

願いします。

第４４号議案令和２年度大分県林業・木材産

業改善資金特別会計補正予算（第１号）につい

て説明します。今回の補正では、太枠で囲って

ある２年度３月補正予算案にあるように、貸付

勘定において、３，７５２万４千円の減額を、

業務勘定において２５３万５千円の減額を計上

しています。これは、右の主な増減理由の欄に

あるとおり、林業・木材産業改善資金において、

前年度からの繰越額が確定したことに伴い、こ

れを貸付原資として予算計上したことや、木材

産業等高度化推進資金の貸付実績が見込みを下

回ったこと等によるものです。

続いて、第４５号議案令和２年度大分県沿岸

漁業改善資金特別会計補正予算（第１号）につ

いて説明します。太枠で囲ってある２年度３月

補正予算案にあるように、貸付勘定において２

億７，１６１万４千円の増額を、業務勘定にお

いて４万９千円の減額を計上しています。これ

は、沿岸漁業改善資金において、前年度からの

繰越額が確定したことに伴い、繰越金を貸付原

資として予算計上したことなどに伴うものです。

続いて、第４６号議案令和２年度大分県県営

林事業特別会計補正予算（第１号）について説

明します。太枠で囲ってある２年度３月補正予

算案にあるように、県営林事業費を８，５６０

万１千円の減額補正しています。

主な内訳です。第１款第１項県営林事業費は、
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第１目伐採事業費において、３６３万５千円減

額しています。

次に、第２項県民有林事業費ですが、こちら

についても、第１目伐採事業費を８，７９３万

１千円減額しています。

これらは、新型コロナウイルスの影響で木材

需給が不透明となり、主伐を抑制したことに伴

い、木材売却収入が減ったため、県民有林の分

収交付金が減少したことなどによるものです。

以上で、特別会計補正予算案の説明を終わり

ます。

鴛海委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。どなたかあります

か。

二ノ宮委員 説明の中で前年度からの繰越額が

確定したという言葉があり、一般会計も含めて、

ほとんど、遅くとも１２月議会までぐらいに確

定したものを補正していくんじゃないかと思う

んですけど、この時期にして予算全体への影響

がないか。恐らく仕組みだと思うんですけど、

その辺、教えてください。

安藤団体指導・金融課長 額の確定に基づくも

のについては、新年度予算をつくり始める１２

月くらいに、その年、例えば、令和元年度の残

りの期間で使用する元金というか、使用する原

資もあるので、約半分を新年度予算として組ん

で、残りの分はその年用に取っている形で予算

立てをしています。

額が確定したところでやっている形になって

いるんですが、額的に今のところ、林業・木材

産業改善資金特別会計については２億５千万円

であれば当該年度分は十分達成できるという見

込みを立てて、当該年度予算を組み立てている

状況です。

ちょっと申し訳ないんですけど、実際はこの

林業・木材産業改善資金、今のところ需要がな

い状況もあります。そこは林業関係の施設の補

助が充実してきたり、金利自体が低下していて、

制度資金に頼らなくても自分たちで調達できる

などの要件が集まってきてそういう状況になっ

ているので、この既決予算額の範囲内で執行に

余裕を見ながらつくっている状況になっていま

す。

二ノ宮委員 大体分かったんですけど、前年度

の決算が決まったときに補正をしていくのが本

当のルールじゃないかと思ったんです。

だから、一般会計を含めて、例えば、９月に

決算が終わったときに、遅くとも、本当は９月

で補正するのが一番いいんですけど、１２月補

正とかをしていくのが本当のやり方じゃないか

と。だから、金が、ここでいうと、２億５千万

円としたのが２億円で大体１年間の見込みを立

てるというのは分かったんですけど、予算の執

行はこういうやり方でいいんですか。

大友農林水産部長 一般会計は、決算が決まっ

て、繰越金が確定します。それが大体２０数億

円ありますが、その分は９月補正で補正予算を

組んで、その分を、いわゆる３分の１ずつ財政

調整基金であったり減債基金に積むので、歳出

を立てるということから、そういう対応をして

います。

今、委員がおっしゃったように、基本的には

それと同様だと思っています。繰越しが確定し

た段階で、素早く補正を組んで対応するのが基

本だと思っていますが、基本的に予算をどう組

むかという方向での整理になっているので、原

則はそうだと思いますけど、現実、貸付けの原

資が不足することがないので、この時期に一括

してしている状況です。どういう補正の組み方

がいいかは、今後また財政当局とも相談しなが

らということになるので、その上で対応したい

と思います。

太田副委員長 ２番の木材産業等高度化推進資

金の実績が既決予算と比べてほとんど半減して

いて、原因がいろいろあると思うんですけど、

これは今年度に限ったことなのか、来年度につ

いてはまた元の予算に戻すのか、それとも需要

そのものがないのか、その辺をお聞きしたいん

ですが。

安藤団体指導・金融課長 木材産業等高度化推

進資金については、例年借りる企業が固定して

います。この資金自体が運転資金という形にな

っていて、毎年、大分銀行が窓口となり、貸付

け対応しています。
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大分銀行だけじゃなくて、当然、ほかのとこ

ろも貸そうと思えば、県と契約して貸せるよう

にはなっているんですけど、今のところそうい

う需要しかない状況です。

大友農林水産部長 今、委員がおっしゃったよ

うに、予算で７億５千万円組んでいます。これ

までの貸付実績を見てみると、５年分ほどです

が、平成２７年当時は８件で７億８千万円あり

ました。その後、件数は変わらずに、大体７億

５、６千万円で推移していって、昨年、令和元

年に６件で６億７千万円ほど、約２億円ほど下

がりました。それで、今年度また実績が５件に

下がって３億１千万円ほどの需要になっていま

す。そういったことで、原資が不要になり、こ

れまでよりも今年は少し実績が少ないというこ

とで落ちているので、さきほど申し上げたよう

に、運転資金としての継続であれば、来年以降

もこういう数字になるかもしれませんが、枠と

しては当初予算で組んでいる７億円ちょっと持

っているので、予算的には最後に整理というこ

とになろうかと思っています。

鴛海委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

鴛海委員長 別に御質疑等もないので、これよ

り採決します。

まず、第４４号議案令和２年度大分県林業・

木材産業改善資金特別会計補正予算（第１号）

について採決します。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

鴛海委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。

次に、第４５号議案令和２年度大分県沿岸漁

業改善資金特別会計補正予算（第１号）につい

て採決します。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

鴛海委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。

次に、第４６号議案令和２年度大分県県営林

事業特別会計補正予算（第１号）について採決

します。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

鴛海委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。

次に、第５１号議案令和２年度における農林

水産関係事業に要する経費の市町村負担につい

て、執行部の説明を求めます。

宇都宮農林水産企画課長 資料の５ページをお

願いします。

第５１号議案令和２年度における農林水産関

係事業に要する経費の市町村負担について説明

します。

これは、補正予算で追加する農林水産関係の

公共事業の実施にあたり、事業に要する経費の

一部に市町村負担金を充てるため、その負担割

合を追加して定めることについて、地方財政法

第２７条第２項に基づき、議決をお願いするも

のです。議決の対象は、一番右に追加する負担

割合を記載している１９水産物供給基盤機能保

全事業のうちの第３種漁港と２１漁港機能増進

事業のうちの第２種漁港及び第３種漁港です。

具体的には、第３種漁港の蒲江の泊地浚渫や第

２種漁港の小祝、長洲、香々地、第３種漁港の

松浦の外郭施設等を整備するものです。

なお、当該事業については、事前に関係する

市から負担の同意をいただいています。

鴛海委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。どなたかあります

か。

〔「なし」と言う者あり〕

鴛海委員長 別に御質疑等もないので、これよ

り採決します。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

鴛海委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。

次に、第３１号議案工事請負契約の変更につ

いて、執行部の説明を求めます。
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安東農村基盤整備課長 資料の６ページをお願

いします。

第３１号議案工事請負契約の変更について説

明します。本議案は大分市高崎の放生溜池改修

工事に係る請負契約の変更に関するものです。

本工事については、さきの第４回定例会で契

約額を４億２，６９１万８，８００円から５億

８，６５４万２千円に、工期を令和２年１２月

２５日から令和３年３月２５日にそれぞれ変更

する契約の締結について議決をいただいたもの

です。

２の工事内容ですが、上段の断面図を御覧く

ださい。細線が既設の堤体の形状であり、太い

破線が令和２年７月豪雨で崩壊した後の状況で

す。斜線で囲まれた崩壊により緩んだ旧堤体の

土砂を除去した上で、堤体の盛土を約５万立方

メートルに施工するものです。

次に、３の今回の主な変更内容についてです。

中段の図の盛土施工管理高さ６０センチメート

ル毎の考え方を御覧ください。

堤体盛土量約５万立方メートルの施工にあた

り、当初、３０センチメートルの２層仕上げに

より施工管理基準高さ６０センチメートルを確

保する予定でしたが、現場盛土試験を行った結

果、土質の水分量が高いことから、締固め管理

基準を満足させるためには、２０センチメート

ルの３層仕上げで施工することとしました。こ

れにより所定の高さごとの施工管理が２層仕上

げから３層仕上げになることから、作業量が１．

５倍となり、不測の期間を要することにより、

完了工期を現在の令和３年３月２５日から１５

９日間延長し、令和３年８月３１日までとする

ものです。

なお、契約額については、国の基準に基づい

て、使用する盛土の量で積算することとなって

おり、今回の施工管理の変更や工期の延長では

額の変更は生じません。

下段の工程表を御覧ください。

堤体土工、洪水吐工、斜樋工については、洪

水期における堤体の安全性や下流への通水を考

慮し、５月末までに完成させます。その後、堤

体上部の県道の施工や後片付けを行い、８月ま

でに完了します。

鴛海委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。どなたかあります

か。

守永委員 一つだけ教えてください。

これについては、１５９日間延長ということ

で、工事期間そのものも延長されるわけですけ

れども、国の基準で積算し、額の変更がないの

で事業費は変わらないと。実際、現場として、

工事を竣工させるために不都合がないのかどう

か伺います

安東農村基盤整備課長 工期の変更に伴って、

建設業者である利光建設工業株式会社と、洪水

吐き等々、今後やっていく工事について、十分

打合せをしました。

設計上は、土量に基づいて設計し、それを基

に請負額を算定することになっています。ただ、

現場等においては、やはり工期の延長に伴って、

機械のリースとか云々がかかってくるのは事実

です。

こうした現場の状況と積算等の歩掛かり等に

そごがあることを我々も認識しています。特に、

ため池についてはそごが多くあるので、現在、

国に歩掛かり等の改正等について要求し、国も

前向きに検討する形で進んでいます。

太田副委員長 ７月豪雨による被災で工期変更

し、３月２５日で一応終わる予定だったのが、

今回の工期変更で、次の梅雨を越して、８月３

１日までに延びるということで、今年また大雨

が降って、この辺の工事ができなくなった場合

に、いろんな障害が起きる可能性があるんじゃ

ないかと心配するんですが、その辺はどうお考

えですか。

安東農村基盤整備課長 資料６ページの工程表

で記述しているんですが、洪水の発生する６月

までに堤体を全て上げ、それとともに、雨が降

ったときに貯留される分を吐くための洪水吐き

も５月までに仕上げる形で、今ここら辺はしっ

かり業者と打ち合わせながら進めています。そ

こまでできれば、多少、梅雨時期に入っても、

堤体等の崩壊等、もしくは越流、こうした部分

を防ぐことができるんじゃないかなということ
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で、何よりもこの工程を守っていきながら進め

ていきます。

鴛海委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

鴛海委員長 別に御質疑等もないので、これよ

り採決します。

本案は、原案のとおり可決すべきものと決す

ることに、御異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う者あり〕

鴛海委員長 御異議がないので、本案は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。

以上で、付託案件の審査を終わります。

次に、執行部より、報告をしたい旨の申出が

あったので、これを許します。

まず、①の報告をお願いします。

景平審議監兼漁業管理課長 資料の７ページを

お開きください。

大分海区漁業調整委員会委員候補者の評価結

果について報告します。

まず、１にある海区漁業調整委員会は、資源

管理方針や漁場計画の策定、漁業権の免許等に

関する知事への意見や漁業調整等を行う県の行

政委員会です。現委員の任期が今月３１日で満

了することから、現在、次期委員の選任手続を

進めています。

選任方法については、公募により候補者を募

集し、候補者評価委員会の評価を基に知事が任

命候補者を決定、議会の同意を得て任命するこ

とになっています。

なお、候補者評価委員会は、候補者の評価順

位若しくは任命候補者から除外する者を知事に

報告します。

昨年１０月に公募を行った結果、漁業者委員

１０名、学識委員４名、中立委員２名の応募又

は推薦があり、１２月２日に候補者評価委員会

を開催しました。委員会からは、漁業者委員は

評価順位の上位９名、学識委員及び中立委員は

除外者なしとする評価結果の報告がありました。

今後、この評価結果を基に知事が任命候補者

を決定し、議会の同意が得られれば、任命する

こととなります。なお、委員任命候補者につい

ては、会期末までに決定し、議案を上程する予

定です。

鴛海委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。どなたかあります

か。

〔「なし」と言う者あり〕

鴛海委員長 別に御質疑等もないので、②の報

告をお願いします。

宇都宮農林水産企画課長 資料の８ページをお

願いします。

令和３年度の農林水産部関係の組織改正の概

要について御説明します。

まず、農地活用・集落営農課ですが、米に依

存した生産構造から脱却し、高収益な園芸品目

に転換する水田畑地化の取組を加速化させるた

め、課名を水田畑地化・集落営農課に改めると

ともに、同課の農地活用推進監を廃止し、水田

畑地化推進監を新設します。あわせて、各振興

局の生産流通部、集落営農・農地活用班を集落

営農・水田畑地化班に改めます。また、市町等

と連携した園芸産地づくりの取組強化を図るた

め、振興局の野菜班と果樹・花き班を統合再編

し、地域担当制となる園芸班を振興局ごとに１

～３班設置します。

次に、団体指導・金融課ですが、農協の指導

体制強化のため、参事を新設し、農協改革を進

めます。

次に、林務管理課ですが、現在、林業普及を

担っている森林・林業企画班を分割し、普及業

務を専任する林業普及指導班を新設することに

より、循環型林業と災害に強い森林づくりの普

及指導を強化します。

鴛海委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。どなたかあります

か。

太田副委員長 林業普及指導班というのは、主

にどんな仕事をされるんですか。

吉川林務管理課長 今まで森林・林業企画班に、

各振興局の普及員の取りまとめをするポストが

一つあったんですけれども、今後、林業はスマ

ート化とかいろんな課題が出てくるので、各振

興局の普及員の指導をもっと本庁もしっかり取

り組む形で人数を増やしてやっていきたい、本
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庁の人間もなるべく現場に行けるようにという

ことで、普及指導班を新設し、現場との情報交

換とか、現場の声の政策への反映とかをしっか

り進めていきたいと考えています。

太田副委員長 班体制は。何名ぐらい増やすん

ですか。

吉川林務管理課長 すみません、そこは人事の

話になるので、まだ、私も聞いてないんですが、

班総括は、今まで１人でやっていたところを、

新しく班総括を作るので、少なくとも、そうい

ったところの体制の強化にはつながると考えて

います。

二ノ宮委員 決してけちをつけるわけじゃない

んですが、水田畑地化を今、県が進めるという

ことは、すばらしいことだし、ぜひ進めていた

だきたいと思っています。

その前に、農地活用という課名ですが、農地

活用というのは単なる水田の畑地化だけじゃな

いと思っています。いろんな条件によって、農

地をどう活用するか幅広くいろいろ考えてもら

わないと、何もかも水田畑地化に一本化される

と、大分県の農業は狂ってくるんじゃないかと

個人的には思っています。

そういうことで、どういう含みがあるのか、

少し聞かせてください。

宇都宮農林水産企画課長 さきほど振興局の話

もしましたが、表の中段のところで、これまで

園芸品目については、白ねぎ、こねぎ、キウイ

などの技術指導を中心にやってきました。

今回、園芸班を設置し、市町村の産地づくり

に取り組む形で、その地域担当という形にしま

した。その地域全体を見渡してどうしていくか

という視点をこの園芸班に持たせて、水田畑地

化を含め、農地の活用もあるので、園芸班を作

ることにしました。

しかし、一方で、水田畑地化を力強く進めて

いかないといけないので、職員の意識を高める

という意味合いもあり、水田畑地化・集落営農

課という名前に変えました。

二ノ宮委員 農地活用は幅広い、いろんなやり

方があるということだけ、ぜひ頭に入れておい

てください。

小嶋委員 団体指導・金融課に参事を新設する

ということで、人が増えるのか、それとも現状

の課長、スタッフを参事化するのかというのを

まずお聞かせください。

安藤団体指導・金融課長 人数はまだ公表され

ていないので分からないですけど、単独の参事

が農協指導のために動き回って、農協の中に入

って営農指導の活性化とか不祥事の根絶とかに

取り組むという形を考えています。

小嶋委員 文字どおり農協指導、団体指導とい

うことなんでしょうけど、大分はこの前、新聞

で騒がれていたように、結構、農協の不祥事が

多いからですね。指導強化と言って、上から締

めつけるんじゃなくて、問題点をしっかりあぶ

り出して、そして、二度と大分県内で農協の不

祥事が起こらないように――例えば、５か年計

画、３か年ぐらいでいいと思うんですけど、計

画を決めて、ある程度内部で意思統一しながら、

徹底した指導や徹底した運営方針の変更とかも

やっていただかないと、非常に恥ずかしい状況

があると思うので、思いは共有できていると思

いますけど、ぜひよろしくお願いしたいと思い

ます。

守永委員 振興局生産流通部の集落営農・水田

畑地化班と園芸班の関わり合いで、さきほどの

説明では、園芸班は地域担当制にして、地域農

政を園芸班に見てもらうような、そういう表現

だったと思うんですが、集落営農・水田畑地化

班も畑地化の対象産物がどういうものになるか

を考えると、両方の班がそれぞれ関わってくる

わけです。リーダーシップそのものは振興局の

特性もあるのかもしれませんが、どういうイメ

ージになるんでしょうか。

宇都宮農林水産企画課長 生産流通部のリーダ

ーシップについては、資料８ページ中段の振興

局のところで、太字にはなっていませんが、生

産流通部の下にある営農推進班、こちらがヘッ

ドになり、それぞれの班と連携を取っています。

当然、水田の畑地化の中で、集落営農・水田畑

地化班も水稲農家に行くし、今度、技術指導す

る上では園芸班も行く、相互にそれぞれ連携し

ながら仕事をすることを今想定しています。
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守永委員 地域担当制は園芸班だけじゃなく、

集落営農・水田畑地化班も含めて全体が地域担

当制を持ち込むと思っていいんでしょうか。

宇都宮農林水産企画課長 現在の集落営農・農

地活用班については、市町村割と言うと変なん

ですが、それぞれ担当が市町村の集落営農を担

当する形になっているので、それは引き続きや

っていく形になっています。

小嶋委員 聞き忘れていました。一つ目の農地

活用・集落営農課を変えて、水田畑地化推進監

を新設するということですが、水田の広域化と

水回りの工夫をして、すごく収益を上げている

青年営農家が宇佐にいます。そういう動きも一

方では県として推奨しながら、水田畑地化じゃ

ないんですけど、さらに水田を広大な面積にし、

やりやすくしていこうという動きとは、特に矛

盾する問題ではないということでいいんですか。

宇都宮農林水産企画課長 当然、水稲を作られ

る方はしっかりと水稲を作っていただきたいと

思っています。ただ、米の値段がだんだん下が

ってきているので、やはり大規模化して低コス

ト化を図っていくのは大切です。そちらはそち

らの取組として、今度、名前が変わりますが、

水田畑地化・集落営農課で担当しながら、片や、

米の値段が下がる中で、やはり収益性を高めて

所得を上げていかないといけないので、園芸品

目を入れ、水田の畑地化も進めていこうという

形で、水田に係る部分については、水田畑地化

・集落営農課で担当していきます。

小嶋委員 分かりました。それで、その宇佐の

若い営農家の方と同じような規模ではないにし

ても、次なる候補者がそういう中でいらっしゃ

るのかどうか。

田染農地活用・集落営農課長 今、おっしゃっ

たのは、宇佐のサカイさんですかね。大規模に

やられて、スマート農業も導入されて、省力化、

低コスト化といった取組を進めて、経営的には

かなり大きなものになっている状況です。当然、

県としても、そういった農家の水田を守るとい

う部分で、しっかり育成していくという考えの

下で取組を進めていきたいと考えています。

太田副委員長 今、コロナで、物が売れない状

況で、大変皆さん苦労していると思います。こ

れまで県は生産についてはかなり力を入れてき

たと思うんですが、知事をトップに販売につい

て県をあげての取組を、何かもうちょっと輸出

も含めて力を入れるのはどこで見えるんですか

ね。今回の園芸班は、その辺の役割を担ってい

るんでしょうか。

宇都宮農林水産企画課長 マーケットインの商

品（もの）づくりという形で計画の中にうたい

込んで進めています。県全体の販売については、

おおいたブランド推進課で音頭を取っています

が、当然、マーケットインの商品づくりという

ことで生産現場を指導する立場にある振興局の

園芸担当職員についても、そのマーケットを見

ながら生産指導することが基本だと思っている

ので、販売も視野に入れながら園芸班が指導し

ていきます。

鴛海委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

鴛海委員長 別に御質疑等もないので、③の報

告をお願いします。

宇都宮農林水産企画課長 令和２年７月豪雨災

害復旧・復興推進計画の進捗状況について御説

明します。お手元に配付した令和２年７月豪雨

災害復旧・復興推進計画の進捗状況を御覧くだ

さい。

これは、８月に策定した推進計画の令和３年

２月１２日時点の進捗状況を取りまとめたもの

です。

まず、７７ページと７８ページを御覧くださ

い。

農林水産関係の被害ですが、７８ページの上

半分の小計にあるように、県計で１８２億３，

５００万円の被害がありました。特に、７７ペ

ージの下から３段目の農地・農業用施設の被害

額が１３６億１，６００万円と、非常に大きく

なっています。今回の豪雨では、県西部を中心

に農地への冠水・土砂流入や農業用水路の被災

が多発しており、平成２９年の九州北部豪雨の

農地・農業用施設の被害額５４億円の２．５倍

の被害額となりました。その他、７７ページ下

から４行目、畜産も含めた農業関係栽培施設で
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約４億円、７８ページ一番上の林地崩壊で約１

７億円、３行目、林道で約１４億円などの被害

が発生しました。

次に、１４ページをお開きください。

復旧･復興の状況です。２農地・農業用施設

等の復旧の（１）①市町による復旧事業を御覧

ください。事業箇所２，４０５について、１２

月中に災害査定が完了しましたが、市町が災害

査定を受けるにあたり、市町の査定設計書作成

に要する人的不足を補うため、市町の要請に基

づいて、県の農業土木職員を派遣しました。現

在、事業箇所２，４０５のうち１５６か所の工

事に着手し、そのうち３０か所で本復旧済み、

また残りの箇所についても準備が整い次第工事

発注する予定です。

１４ページ下の３ため池の復旧を御覧くださ

い。事業箇所は２３か所ありますが、災害復旧

事業の対象となる６か所のうち３か所は工事着

手済みで、２か所は年度内の復旧見込み、１か

所は令和３年度内の復旧見込みです。残りの３

か所についても年度内に工事を発注し、令和３

年度内に復旧が完了する見込みです。

１５ページを御覧ください。

中段の林地崩壊の復旧ですが、これは、災害

関連緊急治山事業で実施します。国との協議を

経て、１０月２６日に国が事業決定をしており、

１４か所の事業箇所数のうち２か所で事業に着

手しています。残りの１２か所も準備が整い次

第工事を発注し、令和３年度内に全ての復旧が

完了する見込みです。

１６ページを御覧ください。

一番上、（３）①林道です。１２月中に災害

査定が完了し、４９か所の事業箇所のうち１２

か所で事業に着手しています。残りの箇所につ

いても令和３年度内に着手し、令和４年１０月

までに全ての復旧が完了する見込みです。

６ページを御覧ください。

農業用ハウスや農業用機械等の復旧への支援、

水田農業への支援です。これは、被災した農業

用ハウス等の再建・修復・補強や農業用機械な

どの再取得・修繕に要する経費を支援するもの

です。事業費の合計は約１億２千万円で、３２

件のうち現在１１件が復旧済み、２１件が未復

旧、そのうち１６件は年度内に復旧する見込み

で、資材や業者の確保が困難な箇所など５件に

ついては令和３年度内に復旧する見込みです。

下の畜産農家への支援は、被災した畜舎、機

械等の整備や廃用となった乳用牛の代替家畜の

導入、土砂・がれきの撤去等に要する経費を支

援するものです。事業費は約１億円で、２８件

のうち現在１１件が復旧済み、１７件が未復旧、

そのうち１２件は年度内に復旧する見込みで、

残り５件については令和３年度内に復旧が完了

する見込みです。

進捗状況の概要は以上です。

鴛海委員長 以上で説明は終わりました。

これより質疑に入ります。どなたかあります

か。

吉村委員 １６ページの林道等の復旧に関連し

てお伺いします。林道を復旧する、また、造る

にあたって、県としても仕様書を定めていると

思います。また、その林道を造る専門家の登用

を進めていると思いますが、現場の声として、

そういった仕様書であったり、人材の活用が余

りなされていないんじゃないか、もうちょっと

そういった専門家をしっかりと育ててほしいと

いう声を、この災害以降、いただくようになり

ました。そういった部分に対して、県の見解を

伺います。

吉川林務管理課長 今、話のあった仕様書とい

うか、林道を造るときからこの災害復旧に向け

て、どういうところで、どういった工法が必要

なのかについては、基準があるので、それに従

ってやっていくことになります。

それから、人材の件については、特に今回、

被害の多かった日田市からは、やっぱり土木系

の人材がもっと欲しいという御意見がありまし

た。７月豪雨に関しても日田市は大変だという

ことで、西部振興局からも応援には行っている

んですが、そちらもほかの業務もあるので、全

県的に森林土木の職員を派遣して、さきほど申

し上げたように、何とか災害査定を間に合わせ

ました。

現時点で、日田市にも西部振興局にも本庁か
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ら応援を行かせている状況です。土木の人間の

育成については、確かにおっしゃるとおり、我

々としても問題意識を持っており、やはりある

一定期間、実際の工事に携わらないと、なかな

か人材の育成ができません。そこは人事担当と

も相談しながら、体系的にどうやって人材を育

成していくのか、あわせて市町村の方々にもそ

ういう技術を身につけていただきたいので、県

がやっている研修に市町村の方々を呼んで研修

を受けていただくような取組も今年度からして

います。

ちょっと時間のかかる話ではありますが、問

題意識としては我々も共有しているので、取組

を進めていきます。

吉村委員 ありがとうございます。正に地域で

生活する皆さんから、また、その林道の下とか

で生活する方からは、やっぱり崩れてくるんじ

ゃないかとかいう不安が現実問題としてあるの

は当然の話だと思います。やはり林道を造るに

しても、専門的な知識を持った方がしっかりと

施工管理をする、また、アドバイスをするのは、

やっぱり住民にとっては安心につながるのかな

と思いますし、何より災害を一つでも減らすと

いう部分では重要な内容かと思いますので、し

っかりと人材育成という部分でも担っていただ

ければ幸いです。

井上（伸）委員 ２４ページです。一番上に国

道４４２号と書いており、津江郵便局の先とな

っていますが、今、災害で非常に危ないという

ことで、中津江振興局の隣に郵便局が移転して

いるんですよ。臨時移転だと思うんだけれども、

そのときに、いつ帰ったらいいのと尋ねられま

した。というのが、そこの郵便局の上が山林な

んですね。保安林指定されており、そこは安全

だろうと見た限りでは思うんですが、そういう

質問に対してどういう返事をしていいのか。西

部振興局にも電話をしたんですが、今のところ

まだ返事がありません。それは郵便局の判断で

帰る、帰らないのか。上の山林はもう大丈夫だ

から問題ないよと誰が言うのかね。どうしてい

いのか、非常に今、戸惑っているんじゃなかろ

うかと。郵便局の判断でやるのか、その辺のと

ころはどうしたらいいのか、ちょっと相談を受

けたんですけれども、分かりますかね。

中野森林保全課長 今、郵便局のところ、災害

関連、緊急治山事業で工事を計画していて、既

に設計書の作成に入っています。ただ、まだ発

注までは行き着いておらず、３月中には発注を

かけたいと思っています。

そういう工事をやりながら、そこら辺の安全

確認はしていくことになると思うんですが、そ

こはまた工事の進捗具合とあわせて、日田市と

相談した上で、その辺の判断が出てくるんじゃ

ないかと思っています。

井上（伸）委員 だから、結局、郵便局の上の

工事が終わった時点で、こっちにまた戻ってい

いよという判断でよろしいんですかね。

中野森林保全課長 工事の途中でも、そこら辺

の安全が確認できれば、早めに元の場所に戻る

というのはあると思うんですが、基本的には、

やはり工事が完成してからにはなろうかと思い

ます。

井上（伸）委員 だから、その判断をして帰っ

て来いと言う人は、誰なんですか。県が言うわ

けないし、市で言うのかな。どうなんだろう。

保安林になっているから県なのかなと思ったり

して。というのが、当然、郵便局がないと住民

の方は非常に困るんですよね。だから、その点

もあえて申し上げているんですけれども、それ

はどうかね。

森迫審議監 担当課長が言ったように、工事が

終わった後であれば安心して動けると思うんで

すが、郵便局がもう少し早く動けないかという

場合には、基本的に、この基本工事が終われば

大丈夫だと。あと、周りの附帯工事、取付けの

整備、後片付けとかの部分に関しては、後で被

害の影響がないと判断ができれば動けるように

なると思うので、そこらあたりは郵便局と相談

しながら、具体的には県が工事発注するので、

その段階で協議をいただければと思います。

井上（伸）委員 じゃ、県で相談していただけ

るということでよろしいですね。分かりました。

そう伝えておきます。

二ノ宮委員 １４ページで質問させてください。
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今回の災害については、ほとんど久大沿線に

集中しています。例えば、由布市の話ですが、

１，０７２件もあり、さきほど言ったように、

県の支援等でようやく査定が全部終わったとい

うことで、一安心していました。これから工事

に着手するんですが、令和２年の災害の場合は、

通常であれば令和３年の稲の作付けに間に合う

ように、５月ぐらいまでに復旧できるんですけ

ど、今回については大変数も多いし、大災害と

いうことで、私たちが聞いている範囲では、令

和３年度の作付けは無理ですよと、令和４年度

までに何とか間に合わせたいということで、今

は水路とか農道を主に工事していただいていま

す。

ところが、この１，０７２件以外に、例えば、

由布市の場合、４０万円以下、要するに国の査

定にかからない分について、通常であれば５０

％だったのを市が４０％上乗せして、１割負担

で工事ができるということで、物すごい数が今、

出ていて、私も３か所ぐらい出しているんです

けど、到底いつ来るか分からない状況です。遅

れるのはいいんですけど、結局、業者不足が大

変なことになっています。請け負ったけど、な

かなか工事が進まないのが現状です。

それで、さきほど言ったように、久大沿線に

集中している中で、県内からのいろんな業者の

支援を県が少し音頭を取っていただいて、なか

なか難しいとは思うんですが、県をあげての態

勢を取らないと、今の状況であると、なかなか

令和４年度の作付けも無理かなと少し心配をし

ているので、その辺をちょっと聞かせてくださ

い。

安東農村基盤整備課長 災害の復旧状況ですが、

件数が非常に多く、そして、今から発注という

ことです。３月末までには３０％ぐらい発注を

目指して、今、進めている状況ですが、いずれ

にしても、業者が本当に請け負えるのかという

不安が市町村からあがっているのは事実です。

このため、１市だけでそこを確保する取組も非

常に大切なことですが、県としては、やはり建

設業協会の方々にも実情を訴えて、今回の災害

復旧に対して協力の依頼、若しくは、どうした

ら請け負えるのかという相談等は、今、やって

います。

そうした中において、まず一つは、河川復旧

です。例えば、県の土木河川の復旧工事を進め

ている中で、随意契約にするとか、若しくは、

市町村の災害復旧事業と他の災害復旧事業との

現場代理人を兼務にするなど、工事発注を速や

かに進めていく取組はできないのかということ

を建設業協会等々と協議していきたいと考えて

います。

二ノ宮委員 私が口で言うのは簡単なんですけ

ど、なかなか難しいのはよく分かっています。

だけど、本当にもう、工事が遅れているという

か、全然進んでいない状況ですので、ぜひ県の

指導もお願いしたいと思っています。よろしく

お願いします。

小嶋委員 さきほど人材育成の話が出ていまし

た。最近、県で農業土木の技術者の採用はどの

程度の状況になっているかをまずお聞かせいた

だけますか。

黒垣農村整備計画課長 今、農業土木での採用

ではなくて、土木と一緒に、総合土木という採

用をしており、その中でもいわゆる農業土木系

の大学を卒業されて入ってくる方が大体年間２

人から３人ぐらいの感じです。その方は大体、

初年度は農業土木系のところに入ってくる格好

になっています。

それで、全体の総合土木の採用の中では、専

門大学を出た方は少ないんですが、振興局に配

置されて、それぞれ現場で研修、それから技術

を学びながら、農業土木のことを学んでいく体

制を取っている次第です。

小嶋委員 農業土木だけを専門にというのはな

かなかないのかもしれません。それは理解しま

したが、災害が最近多発して、２年に１回、３

年に１回、あるいは毎年、今年もよく分からな

いと思うんですが、恐らく夏場には大きな災害

が、来ちゃなりませんが、あるかもしれません。

申し上げたいのは、引き続く災害が大規模化

しているということからすると、毎年、県の職

員の皆さんは本当に大変な状況だろうと思うん

です。県の教育委員会で環境土木科を国東高校
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につくりましたよね。大学卒で、さらに専門的

な知識を修めた方ももちろん大事なんですが、

やっぱり環境土木とか総合土木の土木職を志す

高校の卒業生なんかも視野に入れた採用計画も

必要で、何年か現場実習をしてもらって、そし

て、県の農業、あるいは一般土木でも育ってい

ただいて、技術者を今後はしっかり育成してい

かなきゃいかんのじゃないかなと思うんですけ

ど、高校卒の採用は今ないですよね。

宇都宮農林水産企画課長 総合土木と林業に関

しては、高校の卒業生の採用も一緒にしていま

す。基本的には、退職者数を採用するという形

です。当然、途中で辞められたりという方もい

らっしゃるので、退職者よりも少し多めに募集

をかけて採用するように努力はしていますが、

なかなか県に来ていただけない方もいらっしゃ

って、募集した数が十分入らない事態も起きて

いるのは事実です。

小嶋委員 そういう状況があることは存じ上げ

ませんでしたが、私なんか素人目から見ると、

県が持続的に高校から土木職を――他の職種も

そうなんですが、特に土木職を持続的に採用し

ていることが高校生に見えれば、環境土木科は

今年も定員割れしていたようなので、ここらの

応援にもなるんじゃないかなと思うし、双方に

とっていいんじゃないかとちょっと素人ながら

考えました。ぜひ今後の採用計画、高校の卒業

生もしっかり県に採用するんだよということを

見てもらって、感じてもらって、学校で勉強を

しっかりしていただくように取り組んでいただ

けるといいかなと思いますので、よろしくお願

いします。

鴛海委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

鴛海委員長 別に御質疑等もないので、以上で

諸般の報告を終わります。

この際、何かありませんか。

太田副委員長 その他ですみません。去年、乾

しいたけのうまみだけを県として大きくアピー

ルしたんですが、実際、実績として、どのよう

な効果が表れたのかが分かれば教えてほしいん

ですが。

高村林産振興室長 うまみだけが、昨年２月に

誕生し、１年経過しました。

まず、うまみだけとして生産された量ですが、

本年度１５トンを目標に生産者に呼びかけをし

た結果、１５トンを上回る数量で出荷がなされ

ています。

価格についても、通常の乾しいたけと比べる

と、約３００円ほど単価的には上がっています。

１年かけて、県内、あるいは県外でしいたけ

料理、うみまだけ料理の料理教室とかを行って

普及しています。ただ、まだまだ十分ではない

と考えているので、引き続き、そういった消費

拡大に努めていきたい。

また、次年度については、生産量等も約倍増

する計画を立てている状況です。

太田副委員長 コロナの中で、自宅で料理をす

ることが比較的増えてきたんですが、このしい

たけは贈答用とかいう感じの販売戦略は何か特

別取られていることはあるんでしょうか。

高村林産振興室長 贈答用の乾しいたけですが、

乾しいたけに限らず、なかなか苦戦しているん

じゃないかと思っています。

贈り物以外のところで、今回のうまみだけに

ついては、どちらかというと、家庭内の消費を

喚起するという意味合いも込めて販売戦略を展

開しており、実際、コロナの影響等があって店

頭での販売よりも、ＥＣサイトとかネット販売

について、例年よりも増加したという結果があ

り、家庭内消費量も、まだ統計的に十分把握で

きていませんが、増加しているんじゃないかと

踏んでいます。

守永委員 先般、既決の予算で花き消費拡大の

緊急対策があったと思います。もう、高等学校

等で卒業式が終わったと思うんですが、どのよ

うな状況だったか、もし分かれば教えてくださ

い。

牛島園芸振興課長 県産花き消費拡大緊急対策

事業ですが、高校、小学校、それから中学校、

支援学校の卒業式、入学式に花を届けるという

取組です。

高校の卒業式、私立が先にありましたが、お

おむね３月１日から始まり、感想等を寄せてい
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ただいています。非常に好評で、華やかになっ

たとか、コロナの中で、会場がにぎやかになっ

てとても良かったということ、大分県産の花の

紹介もしていたので、県内にこんな花があるん

だというのを初めて知ったとか、そういった感

想をいただいています。

鴛海委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

鴛海委員長 別にないようですので、これで、

農林水産部関係の審査を終わります。

執行部の皆さまはお疲れさまでした。

ここで休憩し、１３時３０分から再開します。

お疲れさまでした。

午後０時００分休憩

午後１時３０分再開

鴛海委員長 ただいまから、農林水産委員会を

再開します。

本日は、委員外議員として、森議員、井上議

員、三浦議員、麻生議員、藤田議員、堤議員、

小川議員が出席しています。

本日は、お手元に資料をお配りしていますが、

九州農政局が作成している「見たい！知りた

い！九州農業２０２０」、いわゆる九州農業白

書について、また、新型コロナウイルス及び７

月豪雨の影響、対策について九州農政局大分県

拠点の前畑博幸地方参事官をお招きし、大分県

の状況も交えながら、主要な施策等を伺いたい

と思います。

まず、初めに、私から御挨拶を申し上げます。

九州農政局大分県拠点の前畑博幸地方参事官

には、大変お忙しい中にもかかわらず、本委員

会に御出席いただき、誠にありがとうございま

す。

委員会を代表して、厚くお礼申し上げます。

さて、本県では、農林水産業は地域における

重要な産業であり、平成３０年度の農林水産業

創出額は、前年比プラスとなりましたが、この

うち、農業産出額は前年比マイナスとなってい

ます。

また、今年度は、新型コロナウイルス感染症

と７月豪雨災害の二重苦により、本県農林水産

業は大きな影響を受けています。

本日は、九州農政局で作成されている「見た

い！知りたい！九州農業２０２０」を通じて、

本県農業の課題や、必要な施策について御意見

を伺いたいと考えています。

どうぞよろしくお願いします。

それでは、委員及び委員外議員の皆さまから

自己紹介をお願いします。

〔委員、委員外議員の自己紹介〕

鴛海委員長 それでは、参考人から、自己紹介

と、引き続き、御説明をお願いします。

前畑参考人、お願いします。

前畑参考人 どうも皆さん、こんにちは。お世

話になります。ただいま鴛海委員長から御紹介

いただきました、九州農政局大分県拠点参事官

の前畑です。本日はよろしくお願いします。

私、昨年に引き続き２年目ということで、出

身は鹿児島です。２年間、大分の農業というか、

農政を見てきたので、今日は白書の話とあわせ

て、この２年間で見た大分県の農業に対して、

いろんな感想を述べさせてもらいたいと思って

いるので、ぜひよろしくお願いします。

今、挨拶したんですけど、まず今回、大分県

議会の農林水産委員会の委員の先生方におかれ

ては、かねてより私ども農林水産省が行ってい

る諸施策へ御理解をいただき、大分県の農業の

発展に寄与していることに対して感謝申し上げ

ます。また今回、私どもが行っている業務を紹

介する機会を設定していただきました事務局の

皆さんへも、あわせて感謝申し上げます。どう

もありがとうございます。

本日は、お手元にあります資料の「見たい！

知りたい！九州農業２０２０」と、大分県拠点

で作った「見たい！知りたい！九州農業２０２

０大分県概要版」という二つの資料を使って、

いろいろ話をさせていただきたいと思っていま

す。

「見たい！知りたい！九州農業２０２０」、

これは九州の農業において、大分県の位置とか、

昨年から猛威を振るっていた新型コロナウイル

ス感染症の影響と支援の現状、それから、令和

３年度の支援策及び令和２年７月豪雨のフォロ

ーアップの状況等について、時間は４０分程度
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と伺っているので、話をさせていただきたいと

思っています。

この「見たい！知りたい！九州農業２０２

０」、お手元にあるのを見ると分かると思うん

ですが、１３６ページとかなりボリュームがあ

るので、内容をかいつまみながら要点について、

この資料とさきほど申しました大分県概要版を

使って話をさせていただきたいと思っています。

また、開いていただき、目次のところですが、

内容としては第１章から第４章まであります。

今年の話題から、統計から見たい、施策を知り

たい、それから、取組事例を知りたいと四つあ

りますが、本日は第１章と第２章、今年の話題

と統計から見たい、こちらを中心に話をさせて

いただきたいと思っています。

次のページをお開きください。

今年の話題ということです。

もう１ページめくっていただきますと、２ペ

ージ、新しい基本計画というページがあります

が、本計画は、食料・農業・農村基本計画に基

づき、政府が中長期的に取り組むべき方針を定

めたもので、令和２年３月３１日に閣議決定さ

れています。

主な内容としては、農業者の減少、それから

高齢化、あと、ＣＳＦ、コロナウイルスなどの

新たな課題に直面している現状から、農業の成

長産業化を図るとともに、農業経営の底上げを

行い、地域を維持して、次世代に継承する視点

を重視し、産業と地域が連携し、生産基盤の強

化であるとか、多面的機能の発揮を図ることと

しています。施策のポイントですが、記載のと

おり、食料分野から新型コロナウイルス感染症

をはじめとする新たな感染症への対応の七つを

徹底して施策を推進することにしています。

特に、食料分野では、市場の創出であったり

とか、輸出の促進、食育や地産地消とかですね。

農業分野であれば、担い手の育成確保であった

りとか、生産基盤の強化を中心に施策を考えて

います。

次ページですが、食料自給率等の目標と書い

ています。大きな囲みの中の２行目中盤ぐらい

を見ると分かると思うんですが、今回の基本計

画では、国内の農業生産及び食料消費に関する

指針として、食料自給率の目標を定めています。

食料自給率は、１０年後の令和１２年における

供給熱量ベースで４５％、生産額ベースで７５

％という目標を設定しています。

今回、新たに、食料国産率という目標が定め

られ、こちらは一応、供給熱量ベースで５３％、

生産額ベースで７９％を考えています。

それから、下の表を見ると分かるように、生

産努力目標ということで、品目ごとの成長目標

が設定されています。一番多いのは飼料用米が

伸び率として６２％増ということで、飼料用米

であり、小麦であり、大豆、それから牛肉、こ

ういったものを伸ばしていこうとしています。

その反面、米を見ていただくと分かるように、

７７５万トンから７２３万トンということで、

米に関しては現在の需要の状況を勘案して減少

ということを考えています。

それと、労働力の見通しも示していて、その

下の表ですね。農業構造の展望（農業労働力の

見通し）ということで、平成２７年度２０８万

人であったものが１０年後の令和１２年度には、

すう勢でいくと１３１万人程度まで減ってしま

うと考えていて、展望というのがありますが、

要は国としては、結局、新規就農者を増やそう

という考え方があり、それで展望として１４０

万人ぐらいまでをぜひ確保したいという考えで

す。

次ページ、開けて４ページです。

こちらは輸出拡大の推進です。今後、日本の

少子高齢化による人口減少で、日本の国内マー

ケットは縮小すると予想されています。逆に海

外では人口の増加とか経済成長に伴い、世界の

食料需要は平成２７年の８９０兆円から令和１

２年には１，３６０兆円に増加すると見込まれ

ています。日本の食材を求める有望なマーケッ

トがかなりあると考えており、そのような中で、

農業基盤を維持するにあたって、オールジャパ

ンでのプロモーションの強化をしていくことが

必要と考えています。

さらに、今年３月には、令和１２年の輸出額

を５兆円とする目標を策定し、４月に施行され
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た輸出促進法に基づいて、輸出促進体制を強化

している状況です。

次の５ページ目ですが、我が国の輸出の現状

です。輸出は７年連続で増加しています。増加

率の多い品目は、牛肉、ブリ、九州全体として

９７５億円ということで、２０１２年の４２０

億円から連続で伸びている状況です。

左下の表を御覧ください。品目ごとの内訳で

す。水産物が大きく伸びているのが分かると思

います。その他のところは、農産物はマイナス

ですし、林産物も一応マイナスにはなっていま

す。個々では増えていますが。全体として増え

ているのは、水産物が１２．１％と増加してい

る状況です。

また、右の上位１０カ国の輸出額ですが、輸

出先として増えているところはマレーシアであ

り、中国だったりとかアメリカ、そういうとこ

ろに輸出が増えています。

次ページを開けていただくと、九州における

輸出の特徴というものがあります。大分を含む

北部地域では、いちご、みかん、なしなどの青

果物、それから、養殖ブリ、マダイ等の水産物

の輸出が盛んに行われている状況です。南部で

は、牛肉であり、鶏卵、鶏肉等の畜産物が多く

輸出されています。ただ、ブリなどの水産物は

北部でも南部でも輸出が盛んに行われている状

況です。

下の地図を見ていただければと思います。大

分県を見ていただければ、なしが１１８トンで

あったりとか、牛肉も７．５４トン、多いのは

養殖ブリ、こちらは一応６４７トンということ

で、大分県の中ではかなり多い位置を占めてい

ます。他県と比べると、だいぶ違うところはあ

ると思うんですが、特に福岡ですと、青果物の

いちご等が２３３トンであったり、熊本とか、

農業の強い宮崎、鹿児島等においては、桁がや

っぱり一桁違う数字が出ているところもありま

す。

大分とほぼ同じ規模であると佐賀になるんで

すが、佐賀とはほぼ同じような内容にはなって

いるんじゃないかなと感じています。

それから、７ページです。

こちらは、輸出を促進する上での課題と対応

方策ということで、国が今行っている施策につ

いて少し書いています。ＧＦＰということで、

農林水産物・食品輸出プロジェクト、これを一

応農林水産省で推進しており、ＧＦＰに登録し

ていただき、その中で一つのコミュニティをつ

くっていただいて、相互に連絡する体制をつく

って輸出を促進すると。そのコミュニティの中

には、生産者、商社、販売店、運送業者であっ

たりとか、そういう皆さんが入っているので、

それぞれがニーズがあって、そこの中でマッチ

ングをしていければいいということもやってい

ます。

あわせて、８ページ、九州の取組のところ、

こちらはＧＦＰに沿った取組の中で、真ん中に

輸出訪問診断というのがあります。こちらは、

輸出の手助けをするという中で、基本的に輸出

しようとすると、日本のブランド化もあるんで

すが、輸出先国、相手方の国の規制、そういう

ものが多分分からないと輸出できないという状

況があります。ですので、ターゲットを中国な

ら中国、マレーシアならマレーシアで絞ったと

きに、今、作っている農作物の農薬、日本で認

められている農薬が輸出相手先国で認められて

いなかったら品物を入れられないということに

なるので、輸出にターゲットを絞ったものづく

りをしていかないといけないと。そのために、

この輸出訪問診断を、要はそれぞれの皆さんが

作っている商品を確認して、ターゲットとする

輸出相手国の規制、それに照らし合わせて輸出

できるかどうか、現状の管理で輸出できるかど

うか、そういうことを無料で診断させていただ

いています。

それから、９ページです。

ＧＦＰのグローバル産地づくりの推進事業と

いうものがあり、令和元年から海外の市場ニー

ズの調査であったりとか、動植物検疫の規制の

対応とか、そういうものを念頭に置いて、生産

段階から産地を支援することをやっています。

こちらに地図があります。こちらは、申請して

いただき、採択する形になるんですが、現在、

日本全国で６３地区が採択されています。九州
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は１４地区となっていますが、現在、最新の状

況では１９地区が採択されています。

見ていただくと分かるように、実は大分は今

のところこのグローバル産地に認定されていま

せん。農政局と県にいろいろお願いをし、実は

この２月に申請しています。それが採択されれ

ば、大分県のグローバル産地ができてくると思

っています。今、申請しているのをお聞きした

ところで言うと、シャインマスカットと養殖ブ

リですね。それから、日田の木材だったと思い

ます。その三つをグローバル産地ということで

今回申請しているので、採択されればしっかり

とサポートして輸出を広げていこうと思ってい

ます。

以上が、取りあえず課題のところですけど、

次ページを開けていただきますと、統計から見

たいというのがあります。ここからは、もう一

つの資料、「見たい！知りたい！九州農業２０

２０大分県概要版」、こちらもあわせながら話

をします。

まず、開けていただき、１ページ目、構造で

す。九州農業の特徴ということで記載していま

す。九州は日本の食料基地と言われます。農業

産出額では全国の２割を占めるという、総土地

面積、企業数、就業者数等がこのグラフにあり

ますが、それぞれ１割しかないという中で、日

本全国で２割を産出しています。

下の県民経済計算から見た農業の特化係数と

いうのがありますが、こちらを見ていただいて

も同様に同じ傾向で約２割を九州が占めていま

す。

次の１３ページです。野菜、畜産など全国上

位を占めると書いていますが、部門別農業産出

額の全国に占める九州の割合及び主要品目別の

全国上位県というのがあります。大変残念なこ

とに、こちらには大分県という記載はありませ

んが、畜産や工芸農産物、こういうものが約３

割を占めている状況です。野菜、果実でも全国

の産地の上位となっている状況です。

それから、下の九州産の青果物の地域別出荷

割合というのがありますが、野菜、果物、両方

見ていただいた場合に、半分以上が九州以外の

ところに送られている状況です。ですから、市

場としては九州以外がメインになっていると。

特に、関東、近畿、この二つがほぼ中心的にな

っている状況です。

お手元の大分県概要版の１ページを開けてい

ただきたいと思います。

こちらが大分の農業産出額の推移を書いたも

のです。グラフを見ていただくと、青が耕種で、

赤というか、えんじ色が畜産の状況ですが、平

成１６年からほぼ横ばいというのがうかがえる

かと思います。大分県の部門別生産額が下にあ

りますが、やっぱり一番は畜産になります。畜

産、野菜、米、果樹、花き、その他の順で大分

は生産額が多い状況です。

この部門別の流れとしては、九州全体と比べ

ると若干違ってくるんですが、白書の１４ペー

ジをお開きください。こちらに農業産出額の九

州の全体版があります。

九州全体でも、平成１７年、２２年ぐらいか

ら、ドングリの背比べじゃないですけれども、

余り大きな伸びはない状況になっています。部

門別の生産割合ですが、九州全体としても畜産、

野菜、米、果樹、その他という順番になってい

ます。

ちょっと円グラフと半円で分かりにくいかと

思いますが、このグラフを見ていただいて、若

干、大分の状況が分かるかと思います。畜産と

野菜の順番は変わらないんですが、米の比率が、

大分は米が２０％、野菜が２６％、畜産が３６

％で、九州全体で言うと、畜産が約半分の５０

％、それから、野菜が２３％、それに対して米

が１割の１０％しかないということですね。で

すから、大分の農業はまだ米に、水田に頼って

いるところがかなり産出額的には見られる傾向

が若干あるということになります。

それから、今度はまた大分県概要版に戻って

いただき、２ページ目の農業所得の関係の産出

額ですね、こちらを見ていただくと、生産所得

の統計調査の順位と構成があります。平成３０

年の上位が、米がやっぱり１番に入っていて、

その後、肉用牛、豚、生乳、ねぎ、ブロイラー、

鶏卵、みかん、トマト、いちごの順になってい
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ます。平成２９年が同じように米、肉用牛、豚、

生乳、ねぎ、ブロイラー、鶏、みかん、トマト

という順番だったんですが、この中で上位２０

位までの傾向を見ると、ブロイラーとかピーマ

ンなど１３品目が増加している状況です。それ

に対して、豚、葉たばこなど７品目が全体的に

マイナスになっている状況になっています。特

に、ピーマン、トマトなどがかなり伸びている

と。それで、もともとの基幹であったねぎも若

干、マイナスになっているかと思います。全般

的にはそのようにシフトしていると。施設園芸

の分がだいぶ変わってきているということが言

えると思っています。

すみません、また九州農業白書を見ていただ

きたいんですが、こちらの１７ページです。

今度は構造です。農業経営体の数です。農産

物の販売金額５千万円以上の農業経営体の割合

は全国を上回っている状況です。基幹農業者の

平均年齢は６５歳を超え、農業者の高齢化が進

んでいると。また、農業経営体数は１０年前に

比べると約７０％となっていますが、法人化し

ている経営体は増加している状況です。

ちょっと下のグラフ、真ん中のグラフを見て

いただくと分かるように、基幹農業者の平均年

齢、平成１７年の６２．５歳から１０年後の平

成２７年は６５．７歳まで上がっている状況で

す。

農業経営体数は右下がりになっているんです

けれども、点線の法人の数、これはかなり増え

ているのが最近の傾向です。

同じように、こちらの大分県概要版をちょっ

と見ていただくと分かりますが、こちらの３ペ

ージです。農業経営体数５千万円以上の経営体

数について書いていますけれども、大分が２２

４経営体ですね、２０２０年農業センサスの速

報値では。それで、経営体数が１万９，０９６、

５千万円以上の経営体の割合が１．２です。こ

れを平成３０年と比べると、経営体数がプラス

８、５千万円以上の経営体数がプラス８になっ

ています。経営体の全数ですが、実はマイナス

で、６，３２０戸減っている状況です。一昨年

は２万５，４１６あったのが、経営体数が１万

９，０９６になっているので、かなり減少して

います。

特に、経営体の推移ですが、農業従事者の高

齢化がかなり問題となっていて、その関係で特

に離農が多いのが現状ではないかと思っていま

す。

平均年齢のところですが、実は、さきほどの

グラフの中で６５．７歳、九州の平均というこ

とでしたが、センサスの数字で、大分の場合で

すと、平成２７年が６９．４歳だったんですね。

これが昨年、令和２年ですと７０．１歳と、九

州で唯一、７０歳を超えているということで、

一番高齢化が進んでいるのが実は大分であると

考えています。いろいろ話を聞いている中で、

特に高齢化が進んでいる理由としては、一つは、

さきほど農業産出が米にかなり由来しているの

が多いという話をさせていただきましたが、米

を作っている農家って意外と高齢の方が多い。

というのはどういうことかと言うと、米に関し

ては機械化がどんどん進んでいて、要は高齢の

方でも作ることができると。野菜をそういう方

に作ってくれといっても、野菜なんか俺なんか

とてもじゃないけどできないよと。要は毎日の

管理とかできないという方が多くて、米農家を

続けていらっしゃる方が多いので、どうしても

平均年齢も上がってきているのではないかと感

じます。

国では、こういう状況から、令和３年度の予

算では農業の人材力強化総合支援事業というこ

とで、新規就農者に対して、定額のものを５年

間しっかりと出しましょうという施策であった

りとか、経営継続発展の支援として、今年度、

来年度から市町村に協力、支援をしていただい

て、農家の継承に係るいろんな諸費用を負担し

ましょうという施策も来年度予算では付けてい

ます。

資料にはありませんが、大分県は新規就農、

定着促進をいろいろやっており、平成２９年は

九州全体で新規就農者が３，０１２名いました。

平成３０年は実は２，８８８名と減っています。

しかしながら、大分県は平成２９年が２３７名

で、平成３０年は２４８名と１１名ほど新規就
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農者が増えている状況です。これは１１名って

少ないんじゃないかと思うかもしれませんが、

実は九州で、うちのこの統計の中では２桁にな

っているのは大分県だけです。ほかはやっぱり

１桁のところがあって、ただ、減っているとい

うことはどういうことかと言うと、大規模農家

の多い農業県である鹿児島であったりとか宮崎

とか、そういうところが意外と新規就農者が少

なかったという結果によるものです。これは、

地域でしっかりと新規就農者をサポートしよう

というファーマーズスクールであったりとかチ

ャレンジスクール、こういうものが大分はかな

り充実していると言えると思っています。これ

は私があちこち回ってみて、大分に着任した際

に、多いなということで、それもおまけに、し

っかりとサポートしていただいて、卒業生がし

っかりとまた就農しているというところが物す

ごく魅力ある県になっているんじゃないかなと

思っています。これをしっかりとまた伸ばして

いっていただければと思っています。

それから、さきほどの新規就農者のところ、

もう一回１７ページに戻っていただいて、５千

万円以上の経営体の割合のところですが、こち

らもさきほど申したように、しっかりと割合的

には増えているということになるので、平成３

０年と比べると８名ほど増えていると。さっき

お話ししましたが、成り立っていっている方が

増えていると思っています。

では、白書の１８ページをお願いします。今

度は耕地の関係です。

中段のグラフを見ていただくと分かりやすい

と思います。耕地面積とか利用率、こちらも平

成７年とか１７年からほぼ横ばいの状況になっ

ています。耕地利用率では大分県が最も低い数

値となっています。この下のグラフのところで

すね、９０．６％となっているところですが、

お手元のさきほどの大分県概要版の一番後ろの

ページを開けていただけますか。後ろから２ペ

ージ目ですね。こちらは大分県の荒廃農地の推

移というグラフが載っています。荒廃農地の面

積がどれだけあって、再利用されたのがどのく

らいの面積だというのを年ごとにずっと書いて

います。

荒廃農地は本当にもう何も使えない農地とい

うのもあるので、見ていただきたいのは、再生

利用可能な荒廃農地、Ａ分類ですね。このＡ分

類がどれだけ再生利用されたかという割合を見

ていただきたいと思いますが、平成２６年は３，

０５０ヘクタールに対して２４７ヘクタールと、

この頃は、２７年ぐらいまでは８％であったり

とか７％であったりという数字だったんですが、

それ以降はかなり大きな利用率になっています。

令和元年は１，８９４ヘクタールに対して４１

０ヘクタールということで、２割強、２１．６

％の利用率です。

令和元年の下に参考値で、各県のそれぞれの

数字を入れています。それを見ると一目瞭然と

いうわけじゃないんですが、どこもその２割も

利用されていない。大分はしっかりと再生利用

可能な荒廃農地を使っていることがここで分か

ると思います。同様なところでは佐賀県とか２，

０３６ヘクタールに対して４７ヘクタールしか

利用されていなかったということですね。ここ

ですと２．３％になります。一番大きいところ

ですと、宮崎が１，２８６ヘクタールのうち１

１２ヘクタールを再生利用したということで、

これでも８．７％しかありませんので、大分の

２１．６％に比べると利用率があまり高くない

ことがうかがえると思います。しっかりと皆さ

んは耕地を利用していると思います。

大分が耕地面積、利用率が相対として低いの

は、中山間地が多く、耕地は一概に農地と限り

ませんので、利用率が低くなっています。

次に、白書の１９ページです。

米の生産です。米に関しては、当然、主食な

ので皆さん御存じかと思いますが、現在、ほぼ

横ばいという状況です。ただ、収穫量に関して

は、ここ２年間、昨年と今年と作柄概況が、特

に日照不足であったりとか、トビイロウンカの

関係で被害が出ていて、昨年が８５％、今年が

７７％ということで、大分における収量はかな

り落ちている状況です。

来年度の米に関しても、需給の関係で、日本

全体として３６万トンの米を減らさないといけ
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ません。そのためには６．７万ヘクタールの減

反を日本全国で強いられていて、それに基づい

て、今、ちょうど再生協議会に協力していただ

いて、レンコンの作付けだったりとか、水田の

リノベーションだったりとか、飼料用米への転

換だったりとか、そういうことを推進していた

だいている状況です。

次ページを開けていただきますと、麦、大豆

です。あわせて、大分県概要版の方も見ていた

だければと思います。白書に、麦の収穫量は前

年に比べて増加していると書いています。大分

県の状況ですが、大分県概要版を見ていただく

と分かるように、４麦全体として、５，１１０

ヘクタールの作付けがされています。平成３０

年から比べますと、全体で確か２６０ヘクター

ルぐらい増えていたと思います。４，８５０ヘ

クタールから５，１１０ヘクタールですね。

小麦は２０ヘクタール増えており、二条大麦

が２００ヘクタール、はたか麦も２６ヘクター

ルで、総体で、全体的に増えています。特に、

さきほど言った国の政策である転作の関係、水

田のリノベーションとか、高収益作物への転換、

そういうものもうまく活用していただいて、作

付けが伸びているんではないかと思っています。

その次のページです。野菜です。九州の野菜

はどういう位置付けかと言うと、白書の２１ペ

ージの円グラフを見ていただくと分かるように、

九州は野菜も意外と多く作っているということ

ですね。１番が関東等で、こちらが３０％です

ね。北海道が約２８％、その次が九州１６．３

％ということで、かなり九州の野菜も売れてい

ると思います。

九州における指定野菜１４品目の収穫量では、

ピーマンとかトマト、そういう施設野菜と、さ

といも、大根、露地野菜、こういうものが中心

です。

では、大分はどうですかということになると、

大分県概要版の方の５ページを御覧ください。

大分県の指定野菜の産出額の全国シェアのグラ

フがありますが、産出量が多いのは、ねぎ、ピ

ーマン、白菜、トマト、大根、さといも、キャ

ベツという順番になっています。平成２９年と

比べると、ねぎ、白菜は実は収量が減になって

います。代わって、ピーマン、トマトが増えて

います。全体としては、確か９トンぐらい減っ

ている状況です。

それから、その下の農業の野菜の産出額の推

移、こちらを見ていただいても、大分県の野菜

に関しては、ほぼ横ばいの状況で推移していま

す。

続いて、次ページの果物です。白書も開いて

いただきますと、果樹がありますが、栽培面積

は減少傾向にあるものの、産出額は横ばいであ

るというのが九州の状況です。

大分の状況です。全体のグラフを見ると、み

かんがかなり入っていると思います。みかんの

中でも、大分の津久見とか産地があるんですが、

九州の中でも実はみかんの収穫量はかなり下の

方だというのが見て分かると思います。

現在は多分、なしとかシャインマスカットと

か、そういうもので多様になってきており、増

えていると感じています。

さきほどの離農の関係もそうなんですが、津

久見のみかんになると段々畑が多くて、高齢者

が段々畑は収穫しづらいということで、離農が

増えているという話もあり、逆に、佐賀とかは

前は米が中心だったんですが、そこを基盤整備

して、平場でみかん園を作ったりして伸ばして

いるという成功事例もあります。ただ、やっぱ

り平場で作るよりも段々畑のみかんの方がおい

しいという方も結構いらっしゃるんですが、作

業効率であったりとか、いろんな面からそうい

う平場への産地の移行というのも、現在、進ん

でいる状況です。

次ページは花きです。花きに関しては、作付

面積、産出額ともに漸減の傾向と書いています

が、実は、今回、コロナの関係で、一番影響を

被っているのが花き農家と伺っています。特に、

イベントの中止によって、花、普通に添える花

での利用が減っています。もう一つは、冠婚葬

祭のうちの葬祭ですね、これの縮小で、特に、

菊がどうしても葬祭用の需要が多いので、葬儀

がどんどん縮小されて、なかなか厳しいと伺っ

ています。



- 20 -

それ以外の花の農家は若干持ち直したと一時

期聞いていたんですが、第３波のコロナの関係

で、若干低迷ぎみだと伺っています。

国としては花いっぱいプロジェクトというこ

とで、フラワーバレンタインデー――バレンタ

インデーに花を贈りましょうとか、３月１４日

はホワイトデーですので、議員の皆さん方も秘

書の方にぜひよかったら花束を配っていただけ

ればと思っていますので、よろしくお願いしま

す。

そういうことで、花きは産出額の割合は２６

年の頃からほぼ横ばいという状況です。

大分県でもほぼ同様な状況なんですが、ただ、

大分県版の７ページ、切り花類の作付面積と出

荷量の推移のところですが、３０年から３１年

でどっと減っている状況です。作付面積が減っ

ている理由はちょっと分からないんですが、デ

ータ的には、３１年が少し減っているという数

値が出ています。

ただ、九州の出荷量の推移は、２３ページ右

下にグラフがありますが、折れ線のとおり、ほ

ぼ同じような減少傾向にあります。大分の動き

も九州の動きもほぼ同じような動きになってい

ると見ていただければと思います。

それから、次に、白書の２４ページ、２５ペ

ージの茶であったりとか、いぐさとか、さとう

きびとかですが、ここをちょっと飛ばして、２

６ページ、畜産の関係です。九州の畜産ですが、

部門別の生産の割合を見ていただくと、肉用牛

が３８％、それから、豚が２２％、鶏が３０％、

乳用牛が１０％という状況です。これを大分県

に置き換えると、肉用牛が３４％、乳用牛が１

９％、その次が豚が１８．７％、鶏が２６％で

すね。ですから、意外と乳用牛、酪農が多い傾

向です。あとはデータは、お手元の資料を参考

にしていただければと思います。

畜産も緩やかですが、農家数等が減っている

こともあり、ただ、規模拡大がかなり増えてい

るのが現在の畜産の状況です。また、大分県概

要版を見ていただきたいんですが、８ページ、

９ページ、１０ページが畜産のグラフなんです

が、特筆すべきところとして、もともと農家数

は少ないんですけれども、乳用牛と豚の１戸当

たりの飼養頭数が、実は九州で一番多いです。

乳用牛が１１２頭です。それから、豚が２，８

１５頭で、１戸当たりの規模が大きい、そうい

う大規模、規模拡大している畜産農家が結構い

らっしゃることがここでうかがえるんではない

かと思っています。

以上、白書の関係の統計から見たいもあわせ

て話をさせていただきました。時間が４０分か

ら５０分ということで、あと５分程度で最後の

ところの話をさせていただきたいと思っていま

す。

令和２年度の各種施策についての執行状況及

び３年度の予算及び２年度の３次予算の関係で、

コロナウイルス感染症に関する施策の紹介です

が、お手元の資料の施策を知りたいという部分

の９７ページ、新型コロナウイルスへの対応に

ついてというのがあります。こちらが国として

令和２年度予算執行した新型コロナウイルスへ

の対応の予算です。農林水産省が所管している

もので、結構皆さんに使っていただいたのは、

４番の事業継続・転換等に対する支援の経営継

続補助金、その下の５番、①高収益作物次期作

支援交付金です。特に経営継続補助金は、感染

防止対策を行いつつ、販路の拡大などを行った

事業者に対して最大で１５０万円を補助すると

いうものでした。審査を終了した方に対しては、

当省のホームページで公表されています。おお

むね大分県で約１千件の農業者が採択をされた

と聞いており、順次、お支払しています。

それから、高収益次期作の関係は、昨年ちょ

っと要件の変更があり、いろいろ問題があった

んですが、最終的には申請していただいた方に

対してはしっかりとお支払するということで、

現在、審査を進めており、年内の支給を考えて

います。大分県からは大体９００名程度の皆さ

んが申請されていると聞いていますが、予算規

模等については、まだ公表されていないので、

公表され次第、確認していただければと思いま

す。

それから、令和３年度予算の関係ですが、全

体的には令和２年度の補正予算を継承している
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予算が多くて、新たにコロナの関係で作った予

算が余りないという中で、一つだけあるのが、

農業現場の人手不足における作業期に応じた人

材派遣であったりとか、ドローンを使用した作

業受託、あとスマート農業をやる場合に機械が

高いので、これを皆さんでまとめてリースする

シェアリングの事業です。県内では現在、ＪＡ

が菜果野アグリという組織を作って人材派遣業

をしており、そういうところを御活用していた

だければと思っています。

それから、令和２年の７月豪雨の関係です。

大分県においては、農林水産関係で被害額約２

００億円を超えています。そのほとんどが農地

で、農業用施設の被害となっています。国とし

の支援は、現在、強い農業担い手づくり創業支

援交付金、これの被災地農業支援型ということ

で対応しています。この１月現在で大分県内で

は現在３４件の要望経営体があり、事前着工を

行い復旧したものが１１件、事前着工を行い復

旧中のものが１６件ということで、全般の約８

０％が終わっているということです。

また、国の補助としてもう一つあるのが、被

災地において営農再開を加速化して農作物の円

滑化を図る取組を支援する持続的生産強化対策

事業で、こちらの中の豪雨対応産地緊急支援事

業が、九州で３回公募し、１６件の事業主体か

ら応募がありました。その中で、当県において

も１事業主体が採択されて、早期の再開に向け

た取組を行っています。

以上で資料等の説明を終わります。

最後ですが、本日説明した農業産出額とか、

こういったものは、いつも言っているんですけ

ど、単純に売上金額の積立てなんですね。です

から、農家数が多ければ積立ての金額も多いの

は事実です。この金額を上げる、少し上げたい

ということであれば、要は単価の大きいものを

どんとやっちゃえば短期的には上がっちゃうん

ですね。ピーマンを何トン作ろうが、牛１頭を

何十万円で売ってもらった方が結局産出額自体

は上がっちゃうんです。産出額を上げようなん

て政策を考えると、農家に増頭対策で導入費用

を入れれば上がるというのがあるんですが、そ

ういう短期的なものでは多分いけないと思うん

ですよね。だから、あくまでも産出額というも

ので勘案するんではなくて、重要なのは、それ

ぞれの個々の農家がしっかりと営農を維持でき

る、継続して作れるということを考えた政策を

ぜひ皆さんでも考えていただきたいと思ってい

ます。

さきほど言った大規模化は必須ですが、高齢

化による離農とか、条件の不利地がどうしても

見放される、淘汰されていくということもあり

ます。ただ、大分県は棚田地域振興法に基づく

指定棚田が約１００か所、これは日本で一番多

いです。そういうところもぜひ活用していただ

いて、地域農業を推進していただきたいと思っ

ています。どうかよろしくお願いします。

あと最後に、私ども九州農政局地方参事官室

は、実は、農業と農政を結ぶという仕事と、現

場と共に解決するという二つの仕事をメインに

仕事をさせていただいています。現場と農業を

結ぶということは、いろんな皆さんと話をして、

その皆さんの困り事であったりとか、こうして

ほしい、こんな予算を付けてほしいとか、そう

いう御意見を承って、それをしっかりと国、中

央に上げて、次の予算編成、施策に反映させる

ということです。

もう一つ、現場と共に解決するという部分で、

実は、現場の困り事を解決できるものはないか

と、現在いろいろやっています。昨年からいろ

いろ話題になっているのが、アフリカンサファ

リの象のためのさとうきびを作りましょうとい

うことで、私どもが生産者とアフリカンサファ

リの仲介をさせていただいて、今、かなり成功

裏に動いています。それも耕作放棄地で作ると

いうことで、今年度は内竈の堂面棚田でさとう

きびを作るということで、今動いています。

また、もう一つ、明日オープンになりますが、

こっちもサファリの関係で、あそこの草食動物

がチモシーという寒冷地の牧草を好むというこ

とで、ほぼカナダから輸入しています。これに

ついて、地域貢献もしたいし、安定供給もでき

ればということで、いろいろな模索を去年から

やっていて、やっぱり農家にお願いすると、い
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ろいろ設備を整えたりとか、できなかったとき

に、じゃ、お金の補償はどうしてくれるんだと

いうのが結構あったので、なかなかうまくいき

ませんでしたが、ちょっと御縁があり、久住高

原農業高校で生徒が試験的に作ってくれること

になりました。久住でチモシーを作ることがで

きるようになることと、できるだけではなく、

コスト的にちゃんと見合う栽培技術を作っても

らうと。そういうものができれば、アフリカン

サファリがノウハウを一般の生産者に教えて、

あとはサファリが全部買ってあげると。そうい

うことも今やろうとしています。チモシーとい

うのは、アフリカンサファリの動物だけではな

くて、牛がかなり好みます。牛の嗜好性が高い

牧草ですので、行く行くは県内の畜産農家にし

っかりと供給できれば、物すごく耕作放棄地と

かの解消にもつながるんではないかと考えてい

ます。そういった仕事もしているので、委員の

皆さん方の地元の方であったりとか、いろんな

方が、困り事、こんなこともしてほしいんだけ

どという相談事があったら、気軽にお声がけし

ていただければ対応したいと思います。ぜひ国

の出先としての大分県拠点を御活用していただ

ければと思っていますので、よろしくお願いし

ます。

すみません、ちょっと長々とお話ししました。

以上で説明とお願い事が終わりました。どうも

ありがとうございました。（拍手）

鴛海委員長 ありがとうございました。

それでは、ただいまから質疑等に移りたいと

思いますが、まず最初に、委員の皆さんから何

か御質疑等ありましたら、どうぞよろしくお願

いします。

二ノ宮委員 今、大分県の水稲は、ヒノヒカリ

が主体です。トビイロウンカの影響とかもある

んですが、今、全国的に高温障害が出て、新た

な品種ということで、九州を見たときに、なつ

ほのかが鹿児島、長崎で作られていて、今度、

大分県がそれも入れようかという状況になって

います。このなつほのかも、ちょっと調べてみ

たら、作り出すのに１５年ぐらいかかっている

んですね。私が言いたいのは、新たな品種を作

るというのは国家事業だと思うんですよ。それ

を各県ごとに、今作っていますよね。だから、

１０年ぐらいの長いスパンでしかできないとい

うようなことであれば、恐らく、まだ高温障害

は出てくると思うので、特に今、九州に合う品

種は何かという取組は九州農政局でやるべきだ

と思うんですが、どうでしょうか。

それともう１点は、大分県は創出額というも

のを使っています。これは産出額に加工品を加

えた分です。九州で最下位ということで、目標

値を定めて、今上げているんですが、もちろん

産出額を上げなさいというようなことは言って

いないんですよね。九州の中で佐賀と比べたら、

例えば、水稲を中心にとか、大分県はほとんど

同じような状況なんですが、大分県がなぜ最下

位になっているかというのを、九州農政局とし

てどういう分析をしているか、ぜひ教えてくだ

さい。

前畑参考人 どうも御意見ありがとうございま

す。最初に話があった品種改良の件ですね。国

としては、熊本に九州沖縄農業研究センターと

いうのがあって、そこで大体、品種改良を鋭意

やっています。それにあわせて各県の試験研究

機関も品種改良をやっているのは事実です。さ

きほど話があったように、高温障害とか、九州

に特化した品種の改良は、今後やっぱりやって

いかないといけないというところもありますし、

特に、また種苗法の関係もあるので、今出た話

に関しては、上局にしっかりと伝えたいと思っ

ています。

それから、もう一つ質問があった佐賀との違

いです。実は、全般的には佐賀と大分というの

はほぼ同じような感じで今まで推移してきたん

ですが、今、圧倒的に違うのは、佐賀は佐賀牛

の出荷頭数がめちゃくちゃ多いんですよ。です

から、産出額はさきほど言ったように、牛１頭

ですと１００万円とか、１００万円近い金額で

売買されるので、そこをいくらこちらでピーマ

ンとかねぎで頑張っても、なかなかその産出額

自体では太刀打ちできないところが若干あると

思います。もともと佐賀、福岡は米作中心で、

米のウェイトがかなり大きかったんですが、や
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っぱり福岡、佐賀は、転作が結構早かったと思

います。

さきほど言ったように、平場でのみかん園地、

水田の畑地化の取組もかなり進んでいることも

要因ではないかと個人的にはちょっと感じます。

正式な見解は出ていませんが、データを見る中

ではそういうところが傾向的にはあるんではな

いかと感じています。

ただ、大分も、今、樹園地をしっかりと基幹

整備で、安心院のぶどうの樹園地とかも造成し

ているし、今後は逆に言うと、うまく上がって

いっていただきたいと個人的にものすごく希望

はあります。あと、加工品に関して、６次産業

化も実は九州の中で一番活発なのは大分です。

うちの６次産業化担当も本当に大変な思いをし

ており、よその県に比べるとものすごく進んで

いるし、県のサポートも手厚いですし、そうい

う意味では今後どんどん伸びていくところでは

ないかなと。特に大分は６次産業化の発祥の地

ですので、そういう意味ではどんどんそちらも

推進していただきたいと感じています。

二ノ宮委員 よろしくお願いします。

１点だけ、さっき話の中に、高齢化率が高い

のは稲作をしているからだという説明がありま

した。私もそのとおりだと思うんですね。今度、

一般質問で畑地化を取り上げるので少し勉強し

ています。今、国は畑地化を進めているんです

けど、到底それは中山間地には無理なんですね。

そういうときに、例えば、日本の食料を守ると

いう中で、米をどこで作らせるかという議論に

なるんじゃないかと思うんです。だから、今、

宇佐の２ヘクタールのような広いところで、１

０アール当たりの単価を下げながら米を作ると

いうことよりも、田舎を荒らさないということ

であれば、国の施策として中山間地に米を目一

杯作らせる。さっき言われたように、高齢者が

できるんですね。そういう施策に変えていかな

いと、日本の農業は、特に中山間地は荒れてし

まいます。だから、そういうところを国のやり

方として、中山間地は稲作を中心にしますよと、

そして、せっかく何億円という投資をして、水

位が保てるような、水の管理ができる宇佐の圃

場では、例えば、さといもとか、何か国家戦略

として、日本の食料を守るという立場で新たな

品種を義務付けるとか、何かそういうことでや

っていかんと、特に中山間地はやっていけなく

なると思っています。そのことについてよかっ

たら。

前畑参考人 個々の土地で作るものに対しては

なかなか難しいところではあります。ただ、今、

先生がおっしゃった中山間地の関係ですが、さ

きほどちょっと話しましたが、棚田がやっぱり

大分は一番多いと。中山間地がそれだけ多いの

で、指定棚田も多くなってきているということ

で、棚田に関しては美観的な管理をしましょう

ということもあり、やっぱり今後も水稲を植え

ていただかないといけないのかなと思っていま

す。そこは多分なくせないところではないかと。

ただ、どうしても荒れるんだよという話もちょ

っとあります。棚田の考え方として、棚田の美

観地区と言うか、ここから見た景色が一番きれ

いだというところ、未来永劫残さないといけな

いというところは多分あると思うんですね。指

定棚田は、地区全体で取っていますが、美観地

区じゃないところの部分が若干あるわけですね。

条件不利地のところもあったりするので、そこ

は畑地に変えていこうと。その見えるところを

荒らさないように、しっかりと水田を作ってい

くということが今後の一つの中山間地の水田の

生きる道かなと思っています。

もう一つは、さきほど言いましたが、今のま

まの状況でいくと、来年度の米は、全体で３６

万トン減らさないといけないと。それに対して、

６万７千ヘクタールの減反をしないといけない

ということになっています。それ以上作っちゃ

うと、要は米が安くて余っちゃうと。今年でも

結構余っているので、そういうことになると成

り立っていかないということで、最終的には平

場でも収益を上げられない圃場はどうしても高

収益化、畑地化していくんではないかと思って

います。

ただ、宇佐の辺りに行くと、３０町歩とか作

ってる方も結構います。さきほど５千万円以上

の農業者という話をしましたが、そういう方は
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頑張って１億、２億を売り上げており、今後ど

んどんまだ規模拡大していくということになっ

てくるのかと思います。売り方も皆さんそれぞ

れで考えており、安く売るということじゃなく、

しっかりとブランディングして、高く売ってい

る方も実は多くいらっしゃいます。そういう意

味では、今後、産地をどうするかということも

議論にはなってくるのかと思います。回答にな

っているか分かりませんが、私としては、そう

いう意味で、いろんなところで米を作っていた

だいて、棚田の米は棚田の米ということでブラ

ンディングして、実際、結構売れています。地

域、それこそ限界集落地域の活性化とか、そう

いうことも今後必要になっていくので、今後、

いろんな施策を打っていかないといけないと感

じています。

すみません、回答になっていないかもしれま

せんけれども。

守永委員 今日はありがとうございます。私の

質問もこの統計とはちょっとずれてくるのかな

という気もするんですが、さきほど限界集落の

活性化とおっしゃいました。人がそこに残ると

いうことと、残るために若い人がどう農業に着

目していくかがこれからの課題だろうと思って

います。ただ、大分県下でも高等学校で農業の

科目を扱うところや総合学校という形で農業専

門の学校が少なくなってきており、また、志望

する生徒も少ないのが背景にあるんですが、ど

うしても農業そのものが、いわゆる一家で、家

族が継承していくスタイルを脱し切れていない、

それが感覚的にも拭い去れていないのがあるん

だと思います。ただ農業と全く縁のなかった家

庭の子どもたちも農業に対する興味はあって、

農業に接する機会があれば、就農するチャンス

もあるんだということを進めていかなきゃなら

ないんだろうと思っています。これも国で政策

を展開していたと思うんですが、それが今、功

を奏しているのかということと、あと、学校教

育をどうした方がいいのかということ。九州各

県で取組に結構積極的なところと、大分のよう

なところと、格差があると思うんですが、その

辺どのように御覧になっているのか、あれば教

えてください。

前畑参考人 ありがとうございます。新規就農

の絡みの話ですが、さきほど言ったように、大

分は意外と就農者が多い、ファーマーズスクー

ルとかもＩターンの方が結構多いのは事実です。

皆さんと話をすると、環境がいいとか、作りや

すいとか、人もいいとかでやっている方が本当

にたくさんいます。

さきほどのチモシーの関係でおつき合いがで

き、この間、久住高原農業高校の学習発表会に

行かせていただきました。生徒の発表で、自宅

が東京にある寮生だったんですが、物すごく農

業に興味を持ってこちらに来て、卒業後は就農

できたら就農したいんだけど、就農できなかっ

たら農を広める仕事をしたいということを発表

して、今の若い子はすごいなと。私らの頃より

も皆さん本当にそういう思い入れがあるんだな

とつくづく感じました。

もう一つは、県とか市とかいろんなところが

新規就農の相談会とかもやっています。実は、

幸か不幸かと言うと本当に怒られるかもしれな

いんですが、このコロナの中で、特に飲食店と

かで働いていた従業員の方とか、そういう意味

で非正規雇用というか、正規でない方がどうし

ても仕事にあぶれているということで、相談に

来られる方が結構多かったと。特に、農業は食

いっぱぐれがないということで、やっていれば

しっかりと実にもなるし、売れなきゃ売れない

で自分のところで食べちゃえばいいと、自給自

足でもいいんだという考え方で、職業として農

業を考える一つの機会になって、いろんな皆さ

んが相談に来られていると聞いています。そう

いうこともあり、就農者が増えていく、だから、

これから先の未来はそんなに暗いものではない

なと。その高校生なんかを見て、つき合ってい

て本当にそう感じました。

それから、学校教育の現状ですが、先日、農

業高校の先生が一堂に会することがあって、意

見を聞きに行ったんですが、その際に言われて

いたのが、農業教育に関する予算がかなり厳し

いという話でした。いろんなことをやるにして

も、なかなかできないと。要はハウスがちょっ
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と壊れて、ガラスを入れ替えるにしてもなかな

か予算がないとか、そういう小さな話まであっ

たりとか、老朽化が進んでいるという話もお聞

きしています。

そういう中で、逆に農業先進県である鹿児島

とか宮崎とかになると、意外と予算がふんだん

に使われていて、大分は新しいハウスは２千万

円だったかな、１千万円だったかな、までしか

認めないんだけど、鹿児島は５千万円のハウス

が建てられるとか、実際どうか分かりませんよ、

そういう話も伺って、それは仕方ないと言えば

仕方ないんですが。それぞれの県の施策であっ

て、その中で予算が決まっているので、そうい

うところも国がしっかりと補助できるような施

策も今後は考えていかないといけないと思って

います。現状ではそういう差というのは実際に

出ているので、そこは本当に何とかできればい

いなというくらいしか私もちょっと言えません

が、実際にそういう差はあるのは伺っています。

太田副委員長 今、日本はどちらかというと人

口減少社会ですが、世界的に見ると逆に人口は

増えていくという中で、１０年か２０年先には

やっぱり食料の争奪戦が起こるんではないかと

一方で言われています。特に気候変動とかで、

砂漠化とかもある中で、そういうことも言う人

がいます。

日本としては、中山間地は、緑地の確保、防

災とか景観とかいろんな点で維持していかなけ

ればならない部分なのかな。もうかる農業とは

ちょっとかけ離れるんですが、地域をそのよう

に守るという部分では、農業はすごく大きい。

特にさきほど話されたように、コロナの中で、

テレワークとかＩＴの進歩で、田舎でも仕事を

しながら農業もできると若い人が気が付いたと

いう部分は、すごく大きいかなと。これから特

に新規就農し、田舎で家族を養う拠点としては、

大分はすごく恵まれているのかなと思うんで、

その辺について少し何か御意見があったらお聞

きしたいんですが。

前畑参考人 ありがとうございます。日本の人

口が減少している中で、逆に言うと、今の農業

を続けていった場合に、食べる人がいなくなっ

てくる状況ではあるわけですね。そこで、じゃ、

作ったものの売り先をどこにしようかというこ

とで、当面の考えとして輸出しましょうという

のが今の施策です。

じゃ、それを輸出しなければ、どんどん衰退

していくことになり、それだけ農地は荒れてい

くことになっちゃいますから、そういうところ

と輸出とのバランスをうまく考えながら１０年、

２０年後、食料争奪戦になったときにしっかり

と自給率を上げておきましょうというのが今の

考え方です。

それから、防災の面から地域を守る、農業で

守る、それは当然だと思います。いろんな災害

にしても、特に水害とかにしても、要は基盤整

備をやって、山の保水力がなくなっちゃったの

で水が落ちてきたとか、そういうことも結構あ

ると思います。それこそ、九州農政局が中山間

地を支援をする事業もしっかりとやっているの

で、あわせてその辺も中央に上げながら、今後

とも産地を守る施策についてはしっかりと対応

してもらうよう、御意見として上げさせていた

だきたいと思っています。

鴛海委員長 ほかにありませんか。

〔「なし」と言う者あり〕

鴛海委員長 委員外議員の方、御質疑はありま

せんか。

〔「なし」と言う者あり〕

鴛海委員長 別に御質疑等もないので、以上で

参考人に対する質疑を終わります。

終了にあたり、太田副委員長からお礼の御挨

拶を申し上げます。

太田副委員長 本日は、前畑地方参事官には、

お忙しい中、大変ありがとうございました。

本日、伺いました話を大分県農業の参考にさ

せていただき、今後の創出額拡大に向け頑張っ

ていきたいと思います。

前畑参考人 どうも皆さん、ありがとうござい

ました。今後ともぜひよろしくお願いします。

特に、皆さまには、県政の中で農家の皆さん

が幸せになるような施策の検討をぜひやってい

ただきたいと思っていますので、よろしくお願

いします。
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鴛海委員長 これをもって、委員会を終わりま

す。

お疲れさまでした。


